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規 則

北海道児童福祉施設費用徴収規則の一部を改正する規則をここに公布する。

平成２６年１２月１２日

北海道知事 高 橋 はるみ

北海道規則第８６号

北海道児童福祉施設費用徴収規則の一部を改正する規則

北海道児童福祉施設費用徴収規則（昭和６２年北海道規則第１８号）の一部を次のように改正

する。

第２条中「第６条の２第１項」を「第６条の３第１項」に改め、第２号及び第３号を削り、

同条第４号中「未成人被措置者」を「被措置児童等」に改め、同号を同条第２号とし、同条
第５号を同条第３号とする。
第３条第１項中「成人被措置者、成人被措置者の扶養義務者、未成人被措置者」を「被措
置児童等」に、「成人被措置者にあっては別表第１、総合振興局長等の母子保護等を受けた
者の扶養義務者、成人被措置者の扶養義務者、未成人被措置者の扶養義務者又は児童自立生
活援助事業所入居者にあっては別表第２」を「別表」に改める。
第６条ただし書中「受けた場合」の次に「（助産施設への入所の措置を受けた場合を除
く。）」を加え、「被措置者の属する世帯」を「助産施設への入所の措置を受けた場合及び
被措置児童等」に、「障害児施設給付費」を「障害児入所給付費」に改める。
附則第３項を削る。
附則第４項中「助産施設及び母子生活支援施設への入所等の措置等が採られた被措置者」
を「母子保護等を受けた者」に、「別表第２」を「別表」に、「である世帯」を「であるも
の」に、「Ｄ階層に属する世帯」を「Ｄ階層に属するもの」に改め、「、「２，２００円」とあ
るのは「１，０００円」と」及び「と、「３，３００円」とあるのは「１，９００円」」を削り、同項を附
則第３項とする。
別表第１を削る。
別表第２中「扶 養 義 務 者 費 用 徴 収 基 準」を

「費用徴収基準」に改め、表の部分を次のように改める。

被措置者の属する世帯の税額等による
階層区分

徴収金の額

入所施設（月
額）

通所施設（月
額）

乳児院（短期
入所）

Ａ 生活保護法（昭和２５年法律第
１４４号）による被保護世帯及び
中国残留邦人等の円滑な帰国の
促進並びに永住帰国した中国残
留邦人等及び特定配偶者の自立
の支援に関する法律（平成６年
法律第３０号）による支援給付受
給世帯

０円 ０円 ０円

Ｂ 当該年度分の市町村民税が非課
税の世帯（Ａ階層に属する世帯
を除く。）

２，２００円 １，１００円 ０円

Ｃ１ 当該年度分
の市町村民
税が課税さ
れている世

所得割の額のない
世帯であって均等
割の額があるもの

４，５００円 ２，２００円 前年分の所得
税 の 額 が
６０，０００円以下
の場合 日額
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帯で、市町
村民税の額
が右の区分
であるもの
（Ａ階層又
はＤ階層に
属するもの
を除く。）

１，０００円

Ｃ２ 所得割の額がある
世帯

６，６００円 ３，３００円

Ｄ１ 前年分の所
得税が課税
されている
世帯で、所
得税の額が
右の額であ
るもの（Ａ
階層又はＢ
階層に属す
るものを除
く。）

１５，０００円以下 ９，０００円 ４，５００円

Ｄ２ １５，００１円以上
４０，０００円以下

１３，５００円 ６，７００円

Ｄ３ ４０，００１円以上
７０，０００円以下

１８，７００円 ９，３００円
前年分の所得
税 の 額 が
６０，００１円以上
の場合 日額
２，０００円

Ｄ４ ７０，００１円以上
１８３，０００円以下

２９，０００円 １４，５００円

Ｄ５ １８３，００１円以上
４０３，０００円以下

その月のその
被措置者に係
る措置費の支
弁額（その額
が４１，２００円を
超えるときは、
４１，２００円とす
る。）

２０，６００円

Ｄ６ ４０３，００１円以上
７０３，０００円以下

その月のその
被措置者に係
る措置費の支
弁額（その額
が５４，２００円を
超えるときは、
５４，２００円とす
る。）

その月のその
被措置者に係
る措置費の支
弁額（その額
が２７，１００円を
超えるときは、
２７，１００円とす
る。）

Ｄ７ ７０３，００１円以上
１，０７８，０００円以下

その月のその
被措置者に係
る措置費の支
弁額（その額
が６８，７００円を
超えるときは、
６８，７００円とす
る。）

その月のその
被措置者に係
る措置費の支
弁額（その額
が３４，３００円を
超えるときは、
３４，３００円とす
る。）

Ｄ８ １，０７８，００１円以上
１，６３２，０００円以下

その月のその
被措置者に係
る措置費の支
弁額（その額
が８５，０００円を
超えるときは、
８５，０００円とす
る。）

その月のその
被措置者に係
る措置費の支
弁額（その額
が４２，５００円を
超えるときは、
４２，５００円とす
る。）

Ｄ９ １，６３２，００１円以上
２，３０３，０００円以下

その月のその
被措置者に係
る措置費の支
弁額（その額
が１０２，９００円
を超えるとき
は、１０２，９００
円とする。）

その月のその
被措置者に係
る措置費の支
弁額（その額
が５１，４００円を
超えるときは、
５１，４００円とす
る。）

Ｄ１０ ２，３０３，００１円以上
３，１１７，０００円以下

その月のその
被措置者に係
る措置費の支
弁額（その額
が１２２，５００円
を超えるとき
は、１２２，５００
円とする。）

その月のその
被措置者に係
る措置費の支
弁額（その額
が６１，２００円を
超えるときは、
６１，２００円とす
る。）

Ｄ１１ ３，１１７，００１円以上
４，１７３，０００円以下

その月のその
被措置者に係
る措置費の支
弁額（その額
が１４３，８００円
を超えるとき
は、１４３，８００
円とする。）

その月のその
被措置者に係
る措置費の支
弁額（その額
が７１，９００円を
超えるときは、
７１，９００円とす
る。）

Ｄ１２ ４，１７３，００１円以上
５，３３４，０００円以下

その月のその
被措置者に係
る措置費の支
弁額（その額
が１６６，６００円
を超えるとき
は、１６６，６００
円とする。）

その月のその
被措置者に係
る措置費の支
弁額（その額
が８３，３００円を
超えるときは、
８３，３００円とす
る。）
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Ｄ１３ ５，３３４，００１円以上
６，６７４，０００円以下

その月のその
被措置者に係
る措置費の支
弁額（その額
が１９１，２００円
を超えるとき
は、１９１，２００
円とする。）

その月のその
被措置者に係
る措置費の支
弁額（その額
が９５，６００円を
超えるときは、
９５，６００円とす
る。）

Ｄ１４ ６，６７４，００１円以上 その月のその被措置者に係る措置費の支弁額

別表第２末尾欄外注中１１の事項を１２の事項とし、１０の事項を１１の事項とし、同注９の事項

中「ついては、この表の規定にかかわらず、被措置者の年齢が２０歳未満の場合の欄を適用す

るものとする。この場合において、当該被措置者に出産給付費」を「出産育児一時金」に、

「当該出産給付費」を「当該出産育児一時金」に改め、同事項を同注１０の事項とし、同注８

の事項中「児童又は」の次に「児童養護施設若しくは」を加え、同事項を同注９の事項とし、

同注７の事項中「被措置者の属する世帯」を「被措置者（助産施設への入所の措置を受けた

者を除く。以下この事項において同じ。）の属する世帯」に改め、同事項�中「未成人被措
置者」を「被措置者」に、「事情にある世帯を含む」を「事情にある世帯を含み、児童自立

生活援助事業所入居者は当該世帯とみなす」に改め、同事項�中「指定施設支援」を「指定
入所支援」に、「障害者自立支援法」を「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援す

るための法律（平成１７年法律第１２３号）」に、「第５条第５項」を「第５条第６項」に、

「同条第６項」を「同条第７項」に、「同条第１３項」を「同条第１２項」に、「同条第１４項」

を「同条第１３項」に、「同条第１５項」を「同条第１４項」に改め、同事項を同注８の事項とし、

同注６の事項中「５の規定」を「６の規定」に、「被措置者の属する世帯」を「被措置児童

等」に改め、「扶養義務者が法」の次に「第２１条の５の２の障害児通所給付費又は法」を加

え、「障害児施設給付費」を「障害児入所給付費」に改め、「又は同一世帯の児童が障害者

自立支援法（平成１７年法律第１２３号）第５条第７項に規定する児童デイサービスを利用して

いる場合」を削り、同事項�中「指定施設支援」を「指定入所支援」に、「障害児施設医
療」を「障害児入所医療」に、「障害児施設の」を「法第２４条の２第１項に規定する指定障

害児入所施設等（以下「指定障害児入所施設等」という。）の」に改め、同事項�中「障害
児施設」を「指定障害児入所施設等」に改め、同事項を同注７の事項とし、同注５の事項を

同注６の事項とし、同注４の事項中「、知的障害児通園施設、難聴幼児通園施設、肢体不自

由児施設通園部」を削り、同事項を同注５の事項とし、同注３の事項中「肢体不自由児療護

施設」を「障害児入所施設」に改め、「、知的障害児施設、自閉症児施設、盲児施設、ろう

あ児施設」、「、肢体不自由児施設入所部」及び「、重症心身障害児施設」を削り、同事項

を同注４の事項とし、同注２の事項中「）の規定」の次に「並びに控除廃止の影響を受ける

費用徴収制度等（厚生労働省雇用均等・児童家庭局所管の制度に限る。）に係る取扱いにつ
いて（平成２３年７月１５日雇児発０７１５第１号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知）の定
め」を加え、「及び第２項各号」を「（同条第２項各号」に改め、「限る。）」の次に「に
掲げる寄附金に適用する場合に限る。）」を加え、「第９２条第１項並びに」を「第９２条第１
項及び」に、「第４１条第１項から第３項まで」を「第４１条第１項、第２項及び第６項」に、
「第４１条の３の２第４項及び第５項」を「第４１条の３の２第１項、第２項、第５項及び第６
項」に、「第４１条の１９の３第１項及び第２項、第４１条の１９の４第１項及び第２項並びに第４１
条の１９の５第１項の規定並びに租税特別措置法等の一部を改正する法律（平成１０年法律第２３
号）附則第１２条の規定は」を「第４１条の１９の３第１項及び第３項並びに第４１条の１９の４第１
項及び第３項の規定並びに所得税法等の一部を改正する法律（平成２５年法律第５号）附則第
５９条第１項及び第６０条第１項の規定は、」に改め、同事項を同注３の事項とし、同注１の事
項中「、第３１４条の８、同法附則第５条第３項並びに同法附則第５条の４第６項」を「及び
第３１４条の８並びに附則第５条第３項、第５条の４第６項及び第５条の４の２第５項」に改
め、同事項を同注２の事項とし、同事項の前に次の１事項を加え、同表を別表とする。
１ この表において「被措置者」とは、母子保護等を受けた者、被措置児童等及び児童自
立生活援助事業所入居者をいう。
附 則

１ この規則は、公布の日から施行する。
２ この規則の施行の際現にこの規則による改正前の北海道児童福祉施設費用徴収規則第２
条（第２号及び第３号に係る部分に限る。）の規定により徴収することとされている入所
等の措置等に要する費用については、なお従前の例による。

告 示

北海道告示第７９４号

次のとおり随意契約の相手方を決定した。
平成２６年１２月１２日

北海道知事 高 橋 はるみ
１ 随意契約に係る特定役務の名称（各１時間当たりの単価）及び数量
北海道庁本庁舎構内除雪業務 一式

� 除雪ドーザー ７０５時間
� ダンプトラック １，５２０時間
� ホイルローダー ３３５時間
� バックホウ ２５３時間
� 除雪作業員 １，６５１時間
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２ 随意契約の相手方を決定した日
平成２６年１１月２７日

３ 随意契約の相手方の氏名及び住所
� 氏 名 株式会社佐野重機
� 住 所 札幌市西区発寒４条６丁目２番３７号
４ 随意契約に係る契約金額
� １９，５００円
� ９，５００円
� ８，８００円
� １２，０００円
� ２，５００円
５ 契約の相手方を決定した手続
随意契約

６ 随意契約によった理由
地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の２第１項第８号の規定による。

７ 契約に関する事務を担当する組織の名称及び所在地
� 名 称 北海道総務部総務課
� 所在地 札幌市中央区北３条西６丁目

北海道告示第７９５号

廃棄物の処理及び清掃に関する法律（昭和４５年法律第１３７号）第１５条の１７第１項の規定に
より、次のとおり指定区域として指定する。
平成２６年１２月１２日

北海道知事 高 橋 はるみ
１� 指 定 番 号 第３３４号
� 指定の区域 古宇郡神恵内村大字神恵内村字トーマル２１４９番（次の図に示す部分

に限る。）
� 埋立地の区分 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令（昭和４６年政令第３００号。

以下「政令」という。）第１３条の２第３号イ及び廃棄物の処理及び清
掃に関する法律施行規則（昭和４６年厚生省令第３５号。以下「省令」と
いう。）第１２条の３１第２号

２� 指 定 番 号 第３３５号
� 指定の区域 余市郡赤井川村字都１３９番１（次の図に示す部分に限る。）
� 埋立地の区分 政令第１３条の２第３号イ及び省令第１２条の３１第２号
３� 指 定 番 号 第３３６号

� 指定の区域 寿都郡寿都町字政泊町政泊５０番１、５０番３、５２番、５３番、５４番、５５
番、５９番３（以上７筆について、次の図に示す部分に限る。）

� 埋立地の区分 政令第１３条の２第３号イ及び省令第１２条の３１第２号
４� 指 定 番 号 第３３７号
� 指定の区域 余市郡余市町美園町４６３番１、４７６番１（以上２筆について次の図に

示す部分に限る。）
� 埋立地の区分 政令第１３条の２第３号イ及び省令第１２条の３１第２号
５� 指 定 番 号 第３３８号
� 指定の区域 虻田郡倶知安町字比羅夫２６６番４（次の図に示す部分に限る。）
� 埋立地の区分 政令第１３条の２第３号イ及び省令第１２条の３１第２号
６� 指 定 番 号 第３３９号
� 指定の区域 虻田郡留寿都村字三ノ原２０４番１、２０６番１（以上２筆について次の

図に示す部分に限る。）
� 埋立地の区分 政令第１３条の２第３号イ及び省令第１２条の３１第２号
（「次の図」は、省略し、その図面を北海道環境生活部環境局循環型社会推進課及び後志
総合振興局保健環境部環境生活課に備え置いて縦覧に供する。）

北海道告示第７９６号

土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第１８条第１６項の規定により、新篠津土地改良区から、
次のとおり役員の就任及び退任の届出があった。
平成２６年１２月１２日

北海道知事 高 橋 はるみ
就退任の別 就退任年月日 理事・監事の別 氏 名 住 所
就 任 平成２６．１１．２４ 理 事 吉 野 敬 一 石狩郡新篠津村第４０線北８番地
同 同 同 吉 岡 実 同 新篠津村第４６線北２番地
同 同 同 	 田 美 樹 同 新篠津村第４７線北７３番地
同 同 同 瀬 能 聖 一 同 新篠津村字袋達布７１番地
同 同 同 五十嵐 正 範 同 新篠津村第４８線北３１番地
同 同 同 白 木 輝 彦 同 新篠津村第３９線南３８番地
同 同 同 林 和 彦 同 新篠津村第４２線南３番地
同 同 同 今 田 浩 二 同 新篠津村第４４線北２９番地
同 同 監 事 橘 永 二 同 新篠津村第４２線南２０番地
同 同 同 阿 部 保 同 新篠津村第４３線北１１番地
退 任 同 ２６．１１．２３ 理 事 吉 野 敬 一 同 新篠津村第４０線北８番地
同 同 同 吉 岡 実 同 新篠津村第４６線北２番地
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同 同 同 黒 壁 聡 同 新篠津村第４６線北３５番地

同 同 同 飛 田 幸 同 新篠津村第３８線南３５番地

同 同 同 	 田 美 樹 同 新篠津村第４７線北７３番地

同 同 同 松 本 一 美 同 新篠津村第４１線南８番地

同 同 同 岡 泰 一 同 新篠津村第４７線北４９番地

同 同 同 瀬 能 聖 一 同 新篠津村字袋達布７１番地

同 同 監 事 東 出 勝 
 同 新篠津村第４４線北１４番地

同 同 同 橘 永 二 同 新篠津村第４２線南２０番地

北海道告示第７９７号

土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第３０条第２項の規定により、平成２６年１２月１日、新

篠津土地改良区の定款の変更を認可した。

平成２６年１２月１２日

北海道知事 高 橋 はるみ

北海道告示第７９８号

土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第８７条の３第１項の規定により、次の地区について

道営土地改良事業の土地改良事業変更計画を定めた。

その関係書類は、平成２６年１２月１６日から２０日間、一般の縦覧に供する。

平成２６年１２月１２日

北海道知事 高 橋 はるみ

地区名 事 業 の 種 類 縦 覧 場 所
生田原

きよ

畑地帯総合整備［担い手支援型］（農業用用排水施設、区画整理、暗渠
排水、土層改良）

北海道オホーツク総
合振興局

更 南 同 （農業用用排水施設、農業用道路、区
画整理、暗渠排水、土層改良）

北海道十勝総合振興
局

北海道告示第７９９号

森林法（昭和２６年法律第２４９号）第２５条の２第１項の規定により、次のように保安林を指
定する予定である。
平成２６年１２月１２日

北海道知事 高 橋 はるみ
１ 保安林予定森林の所在場所 浦河郡浦河町東町ちのみ２丁目９５の１・９９の１（以上２

筆について次の図に示す部分に限る。）、９９の２、１０３の
６、１０３の７

２ 指 定 の 目 的 土砂の流出の防備
３ 指 定 施 業 要 件
� 立 木 の 伐 採 の 方 法
ア 次の森林については、主伐は、択伐による。
東町ちのみ２丁目９５の１、９９の１、９９の２、１０３の７

イ その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。
ウ 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
エ 間伐に係る森林は、次のとおりとする。

� 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。
（「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を北海道日高振興局
産業振興部林務課及び浦河町役場に備え置いて縦覧に供する。）

北海道告示第８００号

森林法（昭和２６年法律第２４９号）第３３条の２の規定により、次のように保安林の指定施業
要件を変更する。
平成２６年１２月１２日

北海道知事 高 橋 はるみ
１ 指定施業要件の変更に係る保 余市郡余市町（次の図に示す部分に限る。）
安林の所在場所

２ 保安林として指定された目的 土砂の崩壊の防備
３ 変 更 後 の 指 定 施 業 要 件
� 立 木 の 伐 採 の 方 法
ア 主伐は、択伐による。
イ 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
ウ 間伐に係る森林は、次のとおりとする。

� 立 木 の 伐 採 の 限 度 次のとおりとする。
（「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を北海道後志総合振
興局産業振興部林務課及び余市町役場に備え置いて縦覧に供する。）

北海道告示第８０１号

農林水産大臣から、次のように保安林の指定施業要件を変更する予定である旨、森林法
（昭和２６年法律第２４９号）第３３条の３において準用する同法第２９条の規定による通知があっ
た。
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平成２６年１２月１２日
北海道知事 高 橋 はるみ

１ 指定施業要件変更予定保安林
の所在場所

沙流郡日高町・平取町・新冠郡新冠町（以上３町につ
いて次の図に示す部分に限る。）

２ 保安林として指定された目的 土砂の流出の防備
３ 変 更 後 の 指 定 施 業 要 件
� 立 木 の 伐 採 の 方 法
ア 次の森林については、主伐は、択伐による。
日高町・平取町・新冠町（以上３町について次の図に示す部分に限る。）

イ その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。
ウ 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
エ 間伐に係る森林は、次のとおりとする。

� 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。
（「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を北海道水産林務部
林務局治山課及び関係町役場に備え置いて縦覧に供する。）

北海道告示第８０２号

次のとおり一般競争入札により落札者を決定した。
平成２６年１２月１２日

北海道知事 高 橋 はるみ
１ 落札に係る特定役務の名称及び数量
� 札幌医科大学教育研究施設�改築工事（１工区） 一式
� 札幌医科大学教育研究施設�改築工事（２工区） 一式
� 札幌医科大学教育研究施設�改築工事（３工区） 一式
� 札幌医科大学教育研究施設�改築工事（４工区） 一式
２ 落札を決定した日
平成２６年１０月２２日

３ 落札者の氏名及び住所
�ア 氏 名 岩田地崎・丸彦渡辺・萩原特定建設工事共同企業体

代表企業 岩田地崎建設株式会社
イ 住 所 札幌市中央区北２条東１７丁目２番地

�ア 氏 名 戸田・田中特定建設工事共同企業体
代表企業 戸田建設株式会社

イ 住 所 東京都中央区京橋１丁目７番１号

�ア 氏 名 伊藤・岩倉・宮坂特定建設工事共同企業体
代表企業 伊藤組土建株式会社

イ 住 所 札幌市中央区北４条西４丁目１番地
�ア 氏 名 大林・中山・菱中特定建設工事共同企業体

代表企業 株式会社大林組
イ 住 所 東京都港区港南２丁目１５番２号

４ 落札金額
� １，８６５，０００，０００円
� １，２６０，０００，０００円
� １，２２４，０００，０００円
� １，６０５，０００，０００円
５ 契約の相手先を決定した手続
一般競争入札

６ 一般競争入札の公告
平成２６年８月８日付け北海道告示第５６０号

７ 契約に関する事務を担当する組織の名称及び所在地
� 名 称 北海道建設部建築局建築整備課
� 住 所 札幌中央区北３条西６丁目

総合振興局告示及び振興局告示

北海道空知総合振興局告示第２０号

次のとおり一般競争入札（以下「入札」という。）を実施する。
なお、この入札に係る調達は、地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定
める政令（平成７年政令第３７２号）の適用を受ける。
平成２６年１２月１２日

北海道空知総合振興局長 山 根 康 徳
１ 入札に付する事項
� 調達をする物品等の名称及び数量
ア 着地マット（跳馬用） １組
イ 着地マット（段違い平行棒用） １組
ウ 着地マット（平均台用） １組
エ 助走路（跳馬用） ２組

� 調達をする物品等の仕様等 入札説明書及び要求仕様書による。
� 納 入 期 限 平成２７年３月２５日
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� 納 入 場 所 北海道立野幌総合運動公園
２ 入札に参加する者に必要な資格
次のいずれにも該当すること。

� 平成２５年北海道告示第３号又は平成２６年北海道告示第１１号に規定する物品の購入の資
格を有すること。

� 道が行う指名競争入札に関する指名を停止されていないこと。
� 暴力団関係事業者等であることにより、道が行う競争入札への参加を除外されていな
いこと。

� 当該調達物品に関し、仕様書に記載の要件を満たしていることを証明した者であるこ
と。

３ 条件付一般競争入札参加資格の審査
� この入札は、地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の５の２の規定によ
る条件付一般競争入札であるので、入札に参加しようとする者は、アからウまでに定め
るところにより、２の�に掲げる資格を有するかどうかの審査を申請しなければならな
い。
ア 申 請 の 時 期 平成２６年１２月１２日（金）から平成２７年１月６日（火）まで

（日曜日、土曜日、国民の休日に関する法律（昭和２３年法律第
１７８号）に規定する休日、平成２６年１２月２９日から同月３１日まで
の日及び平成２７年１月２日を除く。）の毎日午前９時から午後
５時まで

イ 申 請 の 方 法 申請書類の提出先の指示により作成した申請書類を提出しな
ければならない。

ウ 申請書類の提出先 郵便番号０６４－０８１１ 札幌市中央区南１１条西１６丁目
北海道空知総合振興局札幌建設管理部建設行政室建設行政課

� 審査を行ったときは、審査結果を申請者に通知する。
４ 契約条項を示す場所
北海道空知総合振興局札幌建設管理部建設行政室建設行政課

５ 入札執行の場所及び日時
� 入 札 場 所 札幌市中央区南１１条西１６丁目 北海道空知総合振興局札幌建

設管理部３階第１会議室（送付による場合は、郵便番号０６４－
０８１１ 札幌市中央区南１１条西１６丁目 北海道空知総合振興局札
幌建設管理部建設行政室建設行政課）

� 入 札 日 時 平成２７年１月１４日（水）午前１０時（送付による場合は、同年
１月１３日（火）までに必着）

� 開 札 場 所 �に同じ。

� 開 札 日 時 �に同じ。
６ 入 札 保 証 金
平成１６年北海道告示第４４８号の１の�による。

７ 一連の調達契約に関する事項
この契約を含む一連の調達契約のうちの最初の契約に係る入札の公告
平成２６年１０月２１日付け北海道空知総合振興局告示第１８号

８ 入札説明書の交付に関する事項
� 交 付 場 所 ４に同じ。
� 交 付 方 法 �の場所で交付する。

なお、北海道空知総合振興局札幌建設管理部のホームページ
（http : //www.sorachi.pref.hokkaido.lg.jp/kk/skk/index.htm）におい
てダウンロードすることができる。

９ 落札者の決定方法及び契約書作成の要否
平成１６年北海道告示第４４８号の２の�のア及び３の�による。

１０ 落札者と契約の締結を行わない場合
落札者が暴力団関係事業者等であることにより道が行う公共事業等から除外する措置
を講じることとされた場合は、当該落札者とは契約の締結を行わない。

１１ そ の 他
平成１６年北海道告示第４４８号の４の�、�、�、、�及び�から�までによるほか、
次による。
契約に関する事務を担当する組織
ア 名 称 北海道空知総合振興局札幌建設管理部建設行政室建設行政課
イ 所 在 地 郵便番号０６４－０８１１ 札幌市中央区南１１条西１６丁目
ウ 電 話 番 号 ０１１－５６１－０３８４

１２ Summary

Ａ Nature and quantity of the products to be procured :

ａ Set Landing Mats for “Vaulting Table” Quantity 1

ｂ Set Landing Mats for “Uneven Bars” Quantity 1

ｃ Set Landing Mats for “Balance Beam” Quantity 1

ｄ Runway with Limitation Device Quantity 2

Ｂ Bid tendering date and time : 10 : 00 A.M., January 14, 2015

(If mailed, bids must arrive no later than January 13, 2015)

Ｃ Contact : Constructional Administration Division, Office of Constructional Administration

Sapporo Department of Public Works Management, Sorachi General Subprefectural Bureau,

Hokkaido Government, Minami 11-jo Nisi 16-chome, Chuo-ku, Sapporo 064-0811 Japan

北 海 道 公 報 第����号 ２９平成２６年１２月１２日（金曜日）



Phone : 011-561-0384

北海道上川総合振興局告示第１３７号

次のとおり一般競争入札により落札者を決定した。
平成２６年１２月１２日

北海道上川総合振興局長 紺 谷 ゆみ子
１ 落札に係る物品等の名称（１キログラム又は１トン当たりの単価）及び調達予定数量
� 凍結防止剤（塩化カルシウム水溶液）事業課管内定置式 ４５９，０００キログラム
� 凍結防止剤（塩化カルシウム水溶液）事業課及び富良野出張所管内

５５４，０００キログラム
� 焼砂（焼砕石）７号砕石（事業課管内中央地区） ２，４４０トン
� 焼砂（焼砕石）７号砕石（事業課管内北部地区） １，２００トン
� 焼砂（焼砕石）７号砕石（事業課管内東部地区） ４００トン
� 焼砂（焼砕石）７号砕石（士別出張所管内） ８２０トン
� 焼砂（焼砕石）７号砕石（富良野出張所管内） ２，０００トン
� 焼砂（焼砕石）７号砕石（美深出張所管内） ２２０トン
２ 落札を決定した日
平成２６年１０月２８日

３ 落札者の氏名及び住所
� 氏 名 大成ロテック株式会社
住 所 東京都新宿区西新宿八丁目１７番１号

� 氏 名 道都化学産業株式会社
住 所 札幌市東区北８条東１丁目１番４０号

� 氏 名 前田道路株式会社
住 所 東京都品川区大崎１丁目１１番３号

� 氏 名 コンス・Ａ・Ｍ・Ｇ株式会社
住 所 旭川市東鷹栖東１条４丁目６３７番地の４７

� 氏 名 美瑛川砂利砕石販売協業組合
住 所 上川郡美瑛町字下宇莫別第５

� 氏 名 三共建設株式会社
住 所 士別市東２条北４丁目１５番地

� 氏 名 株式会社山伏パコム
住 所 富良野市本町８番１号

� 氏 名 コンス・Ａ・Ｍ・Ｇ株式会社
住 所 旭川市東鷹栖東１条４丁目６３７番地の４７

４ 落札金額
� ４１．０円
� ２９．０円
�ア 旭川中央地区 ６，４００円
イ 幌加内市街地 １１，０００円

� ６，５００円
� ５，９００円
� ７，２００円
� ７，１５０円
� ７，５００円
５ 契約の相手方を決定した手続
一般競争入札

６ 一般競争入札の公告
平成２６年９月１２日付け北海道上川総合振興局告示第１０５号

７ 契約に関する事務を担当する組織の名称及び所在地
� 名 称 北海道上川総合振興局旭川建設管理部建設行政室建設行政課
� 所在地 旭川市永山６条１９丁目１番１号

道 警 察 本 部 告 示

北海道警察本部告示第５１５号

次のとおり一般競争入札により落札者を決定した。
平成２６年１２月１２日

北海道警察本部長 室 城 信 之
１ 落札に係る物品等の名称（１月当たりの単価）及び数量
オンラインネットワーク用端末装置（３，０９１式）の賃貸借 一式

２ 落札を決定した日
平成２６年１１月２７日

３ 落札者の氏名及び住所
� 氏 名 株式会社札幌北洋リース
� 住 所 札幌市中央区大通西３丁目１１番地
４ 落札金額
６，８０８，９６８円

５ 契約の相手方を決定した手続
一般競争入札
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６ 一般競争入札の公告
平成２６年１０月１７日付け北海道警察本部告示第４３８号

７ 契約に関する事務を担当する組織の名称及び所在地
� 名 称 北海道警察本部総務部会計課
� 所在地 札幌市中央区北２条西７丁目

北海道警察本部告示第５１６号

次のとおり一般競争入札により落札者を決定した。
平成２６年１２月１２日

北海道警察本部長 室 城 信 之
１ 落札に係る物品等の名称（１月当たりの単価）及び数量
オンラインネットワーク用調査研究用機器の賃貸借 一式

２ 落札を決定した日
平成２６年１１月２７日

３ 落札者の氏名及び住所
� 氏 名 富士通リース株式会社
� 住 所 東京都千代田区神田練塀町３番地
４ 落札金額
３６８，６２５円

５ 契約の相手方を決定した手続
一般競争入札

６ 一般競争入札の公告
平成２６年１０月１７日付け北海道警察本部告示第４３９号

７ 契約に関する事務を担当する組織の名称及び所在地
� 名 称 北海道警察本部総務部会計課
� 所在地 札幌市中央区北２条西７丁目
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